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第１章　�東京都地域福祉支援計画の策定の考え方
第１節　計画の位置付け
（１）計画策定の趣旨
○　東京都（以下「都」という。）はこれまで、東京都高齢者保健福祉計画、東京都障害者・
障害児施策推進計画、東京都子供・子育て支援総合計画等の各分野の法定計画に基づき、
サービス基盤の整備や専門人材の確保・育成を進めるなど、福祉施策を推進してきま
した。

○　東京では、少子高齢化の急激な進行、高齢世帯や一人暮らし世帯の増加、住民同士
のつながりの希薄化など、地域の状況が変化し続けており、住民が地域で生活してい
く中で抱える課題は複雑化・複合化しています。これに対応するために、各地域にお
いて、行政内部での連携はもとより、地域住民や福祉関係団体など多様な主体同士が
それぞれ、又は行政との連携を進め、分野や世代を超えたきめ細かな相談支援体制を
構築することが求められています。

○　こうしたことから都は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 108条第 1項に
規定する都道府県地域福祉支援計画として、東京都地域福祉支援計画（以下「この計画」
という。）を平成 30年３月に策定しました。

　　社会福祉法第 108条第 1項では、次の五つの事項を都道府県地域福祉支援計画に記
載することとされています。

①　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、
共通して取り組むべき事項

②　区市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
③　社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
④　福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達
のための基盤整備に関する事項

⑤　区市町村による第 106条の３第１項各号に掲げる事業の実施の支援に関する
事項

（２）関連する他の計画との関係
〇　都は、明るい未来の東京を切り拓くための都政の新たな羅針盤として、令和３年３
月に「「未来の東京」戦略」を策定しました。この中で、「誰もが集い、支え合う居場所・
コミュニティが地域のいたるところに存在する東京」を 2040 年代に目指すビジョン
の一つとして掲げ、様々な戦略実行を進めることにより、「人が輝く」東京の実現を目
指しています。この計画は、「「未来の東京」戦略」の趣旨を踏まえて策定します。

○　また、この計画は、東京都高齢者保健福祉計画、東京都障害者・障害児施策推進計画、
東京都子供・子育て支援総合計画等、福祉分野の各計画及び関連する各種計画と整合
性を図りつつ策定します。

（３）計画期間
○　関連する福祉分野の諸計画の期間との整合性を踏まえ、令和３年度から
令和８年度までの６か年を計画期間とし、その間に地域福祉の推進に向
けて取り組むべき施策の方向性を明らかにするものとします。
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＜各計画の策定・改定スケジュール＞

名 称 根 拠 法 性 格 2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

東京都地域
福祉支援計画 社会福祉法

福祉分野にまた
がる共通事項等
を定める計画

東京都高齢者
保健福祉計画

老人福祉法、
介護保険法

高齢者の総合
的・基本的計画

東京都障害者・
障害児施策推
進計画

障害者基本法、
障害者総合支
援法、児童福
祉法

障害者（児）
施策に関する総
合的・基本計画

東京都子供・
子育て支援総
合計画

子ども・子育て
支援法、
次世代育成支
援対策推進法

子供・子育て支
援の総合計画

令和2年度～平成6年度

令和3年度～令和5年度

令和3年度～令和5年度

令和7年度～

令和6年度～令和8年度

令和6年度～令和8年度

中間見直

計画改定

計画改定

計画改定

計画改定

計画改定

計画改定

令和3年度～令和8年度

計画改定中間見直

○　この計画は、福祉分野の各計画との関係において、次の四つの役割を果たすことで、
都の総合的かつ計画的な福祉施策の推進に資するとともに、広域的な見地から区市町
村の地域福祉を支援し、都内における分野横断的な福祉施策の展開を加速させ、もっ
て地域共生社会を実現することを目的として策定します。

①　各福祉分野に共通する基本的な考え方を示し、都における福祉施策を「支える」
②　都民の地域生活を支える様々な施策の方向性を示し、個別計画の「はざまを�
埋める」

③　各分野にまたがる共通事項について定め、各福祉分野を「横につなぐ」
④　福祉分野にとどまらず、関連する分野に「広げる」

＜地域福祉支援計画と福祉分野の各計画との関係のイメージ＞

高齢者
障害者・
障害児

子供・
子育て

地域福祉支援計画の

四つの役割

①支える

②はざまを埋める

③横につなぐ

④広げる
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第２節　計画策定の背景
（１）地域共生社会の実現に向けた国の検討と社会福祉法等の改正
○　国は、「地域共生社会」の実現に向けて、地域力強化検討会及び地域共生社会推進検
討会を設置し検討を重ねるとともに、法整備等の改革を進めてきました。

○　平成 28年 10月に設置された地域力強化検討会の「中間とりまとめ」を基に、平成
29年 6月に社会福祉法等が改正され、平成 30年 4月から、区市町村による包括的
な支援体制の整備の努力義務化、高齢者と障害児者が同一の事業所で支援を受けられ
る共生型サービスの創設、区市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策
定の努力義務化などが行われることとなりました。

　　また、地域力強化検討会の「最終とりまとめ」の考え方を踏まえ、平成 29年 12月
には、区市町村における包括的な支援体制の整備に係る指針と、地域福祉（支援）計
画の策定ガイドラインを含んだ通知が発出されました。

○　平成 29年の改正法の附則において、区市町村による包括的な支援体制を全国的に
整備するための方策について検討し、必要な措置を講ずる旨が規定され、令和元年 5
月に国は「地域共生社会推進検討会」を設置しました。

　　同年 12月の地域共生社会推進検討会「最終とりまとめ」において、複合的な課題
を包括的に受け止め、継続的な伴走支援を行い、適切に本人・世帯を支援していくため、
区市町村による包括的な支援体制において、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づ
くりに向けた支援」を一体的に行うことを、今後の方向性として示しました。

○　令和元年 12月の地域共生社会推進検討会「最終取りまとめ」において示された方
向性を基に、令和 2年 6月に社会福祉法等が改正され、区市町村による包括的な支援
体制を整備するための施策を具体化する事業として、法第 106 条の 4により「重層
的支援体制整備事業」が創設され、令和 3年 4月から施行されています。

（２）地域生活課題の解決
○　社会福祉法第４条では、地域福祉を推進するに当たって目指すべき理念として、地
域住民が互いを尊重し、個々の参加とともに生きることを基盤とした地域共生社会の
実現が明記され、「地域住民等は、地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を把握
し、支援関係機関との連携等により解決を図るよう留意する」ものとしています。

社会福祉法（抜粋）
（地域福祉の推進）
第４条 　地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、

参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
２ 　地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活

動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービス
を必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される
ように、地域福祉の推進に努めなければならない。
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３�　地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地
域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支
援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪
化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サー
ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要
とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保
される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生
活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）
との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）
第６条　（略）
２�　国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関
との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進の
ために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

○　社会福祉法第４条第２項では、地域住民等は、相互に協力して地域福祉の推進に努
める主体として位置付けられています。この「地域住民等」には、地域住民だけでなく、
社会福祉法人等の事業者、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ボランティア等の
地域で活動する主体が含まれます。あわせて、福祉サービスを必要とする地域住民が
サービスの受け手となるだけでなく、社会活動等の様々な活動に参加することなどに
より、誰もが地域で役割を持ち、支え合うことの重要性が示されています。

○　同条第３項では、地域住民が抱える課題の把握及び解決に向けて留意すべき事項に
ついて、大きく三つ示されています。

○　第一に、課題を全人的に捉えることの重要性です。法律等の制度に基づいた福祉サー
ビスの発展は、様々な生活上のリスクを軽減し、課題への対応を容易にしてきました。
しかし、私たちの日常生活は、育ってきた環境や現在の環境において、家庭の状況、
経済状況、身体状況などの影響や制約を受けつつ、他の人々との関係性の中で、暮らし、
働き、学び、何らかの役割を持ち、活動し、支え合いながら連続的に営まれるものであり、
部分的に切り出すことはできません。このため、福祉だけでなく、保健医療、住まい、
就労、教育など、暮らしのあらゆる面から課題を把握することが必要です。特に、住
まいは地域で本人が希望する暮らしを続けるための前提条件として重要な要素です。

○　第二に、世帯単位で課題を捉えることの重要性です。介護を必要とする高齢者とひ
きこもりの子供が同居している８０５０問題の世帯や、認知症の親に加え医療的ケア
が必要な子供とも同居するダブルケアの世帯など、個人個人の課題に着目すると既存
のサービスで対応可能な課題と見える場合でも、世帯全体を見ると非常に困難な状況
に陥っているケースがあります。このため、個人単位の課題の背景にある世帯全体の
状況を把握して対応することが重要です。
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○　第三に、関係者同士の連携の重要性です。全人的な課題や世帯全体の課題は、単独
の制度に基づく支援だけで対応することは困難な場合が多くあります。このため、公
的な制度に基づく各種のサービスや、ボランティアや住民同士の支え合いなどを組み
合わせて解決に導いていくことが必要になります。従来の福祉サービスや地域活動の
担い手にとどまらず、地域に関わる幅広い関係者が参画・連携し、それぞれがどのよ
うな役割を担うことができるか、活用できる資源やマンパワーが眠っていないか、地
域の居場所や支え合いの仕組みを新たにつくることはできるかなど、課題を話し合い
ながら地域の将来像を考えていくことが望まれます。

○　そして、第６条第２項では、国及び地方公共団体は、地域住民等と連携して、地域
生活課題の解決を促進する施策を展開していくべきことが規定されています。地域住
民等による解決が困難な課題については、行政が課題を受け止め、専門的なノウハウ
を生かし、一緒に解決していく心構えが必要です。そのためには、縦割りを排し、複
合的な課題やはざまの課題について包括的に相談できる窓口や体制を整備することや、
福祉分野にとどまらない庁内の連携体制を構築して情報や課題を共有することが重要
です。

＜地域生活課題の把握と解決に向けた連携・支援のイメージ＞

日常生活を営み、
あらゆる分野（社会・経済・文化等）の活動へ参加する機会の確保

福祉に関する課題
（高齢者・障害者・子ども・生活困窮等）

介護・介護予防に
関する課題 保健医療に関する課題

住まいに関する課題

就労に関する課題教育に関する課題

地域社会からの孤立

その他様々な課題
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広義の
福祉的課題
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携
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福祉サービス事業者
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︶
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【地域生活課題】

福祉サービスを必要とする
地域住民・世帯

地域の社会資源
（医療・教育機関・企業等）
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（３）地域共生社会推進検討会における提言
地域共生社会推進検討会の最終とりまとめにおいて、次のように、地域共生社会の理念
や、今後の支援の在り方、区市町村が包括的な支援体制を整備する具体的な事業を創設す
る必要性などが示されました。

～　地域共生社会推進検討会における提言の概要　～
○　地域共生社会の理念とは、制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」と
いう従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがい
や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニ
ティ、地域や社会を創るという考え方である。

○　個人や世帯を取り巻く環境の変化により、生きづらさやリスクが多様化・複雑
化していることを踏まえ、一人ひとりの生が尊重され、複雑かつ多様な問題を抱
えながらも、社会との多様な関わりを基礎として自律的な生を継続していくこと
を支援する機能の強化が求められていることから、これからの専門職による対人
支援は、「具体的な課題解決を目指すアプローチ」と「つながり続けることを目
指すアプローチ（伴走型支援）」の二つのアプローチを、支援の両輪として組み
合わせていく必要がある。

対人支援において今後求められるアプローチ

具体的な課題解決を
目指すアプローチ

つながり続けることを
目指すアプローチ

・特定の課題の解決を目指す
・属性や課題に対応するための支援を
重視（現金給付・現物給付等）
・課題や必要な対応が明らかな場合に、
特に有効

・支援者と継続的につながることを目指す
・つながり、関り続けるための相談支援
（手続的給付）を重視
・生きづらさの背景が明らかでないな場合や
複合的な課題、ライフステージの変化に
応じた柔軟な支援が必要な場合に、
特に有効

～本人を中心として、「伴走」する支援～

それぞれが支援の両輪として、
本人の意向や状況に合わせて

組み合わせていく

資料：厚生労働省資料に基づき作成
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○　伴走型支援の実施に当たっては、「専門職による伴走型支援」と、地域の居場
所などにおける様々な活動を通じて日常の暮らしの中で行われる「地域住民同士
の支え合いや緩やかな見守り」といった、専門職と地域住民等による双方の視点
を重視する必要があり、それによりセーフティネットが強化され、重層的なもの
となっていく。

▶ 「人と人とのつながり」そのものが、セーフティネットの基礎となる
▶ 専門職による「伴走型支援」と地域住民の支え合いや緩やかな見守りの関係が重なり合うことで、地域に
おけるセーフティネットが充実する
▶ セーフティネットを構成する「多様なつながり」が生じやすくなる環境の整備と、専門職等の伴走支援により
コミュニティにつなぎ戻していく、地域住民等と専門職の双方の観点が重要

○ 一人ひとりの人生・生活は多様かつ複雑であり
社会に関わる経路は多様であることが望ましい
⇒ 専門職による伴走支援のみを想定することは

適切ではない

○ 専門職による継続的な関わりに加え、地域住民
がお互いを知る場や学び合う機会を通じて、地域
住民の互いを気にかけ合う関係性が生じる

○ 多様で複雑な問題に面しても、
個人が主体的に自らの生き方を
追求できるように支える支援

○「支える」「支えられる」という
一方向の関係性でなく、本人と支
援者が互いに学び合い、変化する
関係性

～ 伴走型支援と地域住民の気にかけあう関係性によるセーフティネットの構築 ～

伴走型支援 地域住民の気にかけ合う関係性

資料：厚生労働省資料に基づき作成

○　区市町村における包括的な支援体制の整備の在り方として、地域住民の複合化・
複雑化した支援ニーズに対応するため、「断らない相談支援」「参加支援」「地域
づくりに向けた支援」の三つの支援を一体的に行う事業を創設すべきである。

〇　新たな事業の対象は、本人・世帯の属性を問わず、福祉・介護・保健医療・住まい・
就労及び教育に関する課題や地域社会からの孤立など、様々な課題を抱えるすべ
ての地域住民とすべきである。

この検討会での最終とりまとめを受けて、令和３年４月から、区市町村において「相談
支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する「重層的支援体制整備
事業」（社会福祉法第 106条の４）が創設されました。この事業の施行にあたり、都道府
県は区市町村の重層的支援体制整備事業や包括的な支援体制の整備が円滑に行われるよ
う、必要な助言や情報提供、その他の支援を行うことが社会福祉法第６条の３に規定され
ました。
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第３節　計画の基本となる考え方
（１）計画策定の目的
この計画は、「人が輝く」東京を目指し、東京における地域共生社会の実現に向け、都、
区市町村、関係団体及び地域住民等が一体となって地域福祉を推進することを目的として
策定します。

（２）用語の定義
「地域福祉」は、様々な要素を含んだ複合的・多面的な概念です。この計画では、地域
福祉や、地域福祉を構成する諸要素を次のように定義します。
ア　地域共生社会
障害、高齢といった制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の
関係を超えて、地域住民や、地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や
分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ
ていく社会の姿 1

イ　地域福祉
地域共生社会の実現に向け、全ての人が地域社会を構成する一員として日常生活を
営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう、
地域住民等が主体となり、区市町村等行政のバックアップも受けながら、分野や世代
を超えて共に参加・協力し、福祉・保健・医療関係者等と連携するとともに、社会福
祉施設、医療・教育機関、企業など地域の社会資源を生かしながら、福祉サービスを
必要とする地域住民及びその世帯の地域の生活課題を把握し、互いに繋がりながら解
決を図るという考え方
ウ　地域福祉の「圏域」
様々な主体による地域福祉活動の範囲となる地理的な区域。次に掲げるような、異
なるレベルの圏域が重層的に重なり合っており、圏域内や圏域間のネットワークによ
り、包括的な支援体制を整備する
①互いに顔の見える関係の中で、住民の具体的な活動の場となる小圏域
②専門職の関与等により、地域の関係者が結びつき、包括的な相談体制が整えられ
る中圏域

③区市町村の地域福祉計画に基づき、多機関が協働した総合的な支援体制が整備さ
れる区市町村域

④東京都の地域福祉支援計画に基づき、都内全ての区市町村の地域福祉の推進が図
られるとともに、特に専門的かつ困難な課題への対応が図られる東京都域

１･･厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」より
　･（https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/#tiikikyosei）
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○　区市町村域の中の圏域は、それぞれの区市町村の歴史的・地理的な条件や地域資源、
住民の生活実態等に応じて、適切に設定することが重要です。町会・自治会や民生委員・
児童委員の活動範囲、公的機関の設置単位、学区など、様々な区域があります。これ
らは必ずしも一致しているわけではないので、地域福祉の圏域を設定する際には、こ
れらの区域との整合性や連携についても考慮する必要があります。また、オンライン
での交流など、地理的に限定されない活動もあり、必ずしも上記の圏域に当てはまら
ない場合もあることにも留意が必要です。

〇　地域では「住民同士のネットワーク」「地域関係者のネットワーク」「課題を持つ当
事者・家族のネットワーク」など、様々なつながりがそれぞれ育っており、各圏域に
おいてこのつながりや、ネットワーク同士のつながりを育み、発展させることも重要
です。

＜圏域のイメージ＞

小圏域

中圏域

区市町村域

東京都域

地域住民

身近な相談相手
地域・福祉
の専門家

身近な居場所

相談
相談

（困難事例）

支援と
一体の
居場所

活動・参加

ｱｳﾄﾘｰﾁ
地域支援

ｱｳﾄﾘｰﾁ
相談支援

広域
支援

育成・支
援・関与

多様な
専門家

多様な
機関

都内
全域的
体制

身近な地域の福祉資源の具体例
◆小圏域� 相談相手：�ご近所さん、民生委員・児童委員
� 居 �場 � 所：�サロン、子供食堂、町会・自治会

◆中圏域� 専 �門 � 家：�地域福祉コーディネーター（ＣＳＷ）
� � 生活支援コーディネーター
� 居 �場 � 所：�地域包括支援センター、子育てひろば

など
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～地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係性～
○　住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目指し、医療、介護、
介護予防、住まい及び日常生活支援を包括的に確保する地域包括ケアシステムの
考え方は、介護保険制度改革の中で、地域を基盤とした医療介護をはじめとした
制度横断的な包括的支援の仕組みという意味で、主に高齢者支援の分野で発展し
てきました。

○　地域包括ケアシステムの実践においては、見守りやサロン活動など、地域住民
によるインフォーマルサポートも広がりを見せており、地域住民が積極的に地域
に参画する事例が見られます。

○　団塊の世代が 75歳以上となる 2025年、更に団塊ジュニア世代が 65歳以上
となる 2040年に向けて、地域包括ケアシステムの考え方や実践は、広がり、深
化しています。

○　一方、障害者支援、子供・子育て支援、生活困窮者支援などの分野でも、それ
ぞれのニーズに応じたサービスや、地域での支え合いの仕組みが整備されてきま
した。

○　こうした各制度や分野における支援や支え合いの仕組みを連携させるととも
に、複合的な課題を抱える人や、支援を必要とする可能性のある人全体へと広げ、
制度や分野を超えた共通の考え方として普遍化していくことを通し、地域包括ケ
アシステムは、地域共生社会を実現するための仕組みとして機能していきます。

＜地域包括ケアシステムの普遍化と地域共生社会＞
地 域 共 生 社 会

障
害
者
支
援

高
齢
者
支
援

生
活
困
窮
者
支
援

子
供

子
育

支
援

地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 普 遍 化

医療・看護 保 健

福 祉

予 防

社会参加

住まい

住まい方

就 労

生活支援

地域づくり
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第４節　計画の理念
○　この計画では次の三つの理念を掲げ、地域福祉を支援する取組を進めていきます。
理念１�　誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いに支え、支

えられながら、生きがいと尊厳を持って、安心して暮らすことができる東
京

理念２�　地域の課題について、身近な場において包括的に相談でき、解決に向け
てつながることができる東京

理念３�　多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参画す
ることができる東京

第５節　計画の構成
○　第４節で掲げた三つの理念を具現化するため、この計画の第３章では、三つのテー
マを設定した上で、それぞれのテーマに関する課題と、計画期間中に都が取り組む施
策の方向性を明らかにしています。

○　さらに、「おわりに」として、地域共生社会の実現を見据えた中長期的な視点から、
東京における地域の未来に向けた考え方を示しています。

　　　　　　　＜東京都地域福祉支援計画の目指す方向性＞

東京における「地域共生社会」の実現

「東京の未来に向けて」

計
画
的

地
域
福
祉

推
進

～地域生活課題の解決～

１ 誰もが、所属や世代を超え、地域で共に参加・協働し、互いに支え、支えられながら、生きがいと尊厳を持って、安心して
暮らすことができる東京

２ 地域の課題について、身近な場において包括的に相談でき、解決に向けてつながることができる東京
３ 多様な主体が、それぞれの専門性や個性を活かし、地域づくりに参画することができる東京

テーマ①「地域での包括的な支援体制づくりのために」

テーマ②「誰もが安心して地域で暮らせる社会を支えるために」

テーマ③「地域福祉を支える基盤を強化するために」

三つの理念の具現化

➢包括的な相談・支援体制の構築
➢住民参加を促す身近な地域の居場所づくり
➢地域住民等と行政の協働による地域生活課題の解決体制の構築

➢住宅確保要配慮者への支援
➢生活困窮者への総合的な支援体制の整備
➢多様な地域生活課題への 対応

➢権利擁護の推進
➢災害時要配慮者対策の推進

➢民生委員・児童委員の活動への支援
➢福祉サービスの質の 向上

➢福祉人材の確保・定着・育成

おわりに

➢対象を限定しない福祉サービスの提供
➢地域住民等による地域の多様な活動の推進

「人が輝く」東京へ

第３章第４章


